
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車による輸送 

自家用 規制対象外 無償 

特定(特定の者に限る) 

一般（誰でも運送） 

市町村福祉運送： 
移動制約者の会員を運送 

〔運送契約による運用〕 
市町村借り上げによる 
無料バス・タクシー 

事業用 
（旅客） 

旅客自動車
運送事業 

〔車両の運用〕 
市町村の車両による 

無償住民運送 

交通空白運送： 
地域の住民等を運送 

過疎地有償運送： 
過疎地の会員を運送 

福祉有償運送： 
移動制約者の会員を運送 

一般乗合旅客自動車運送事業 

乗合旅客を運送、乗車定員の限定なし 

乗合バス 

一般貸切旅客自動車運送事業 

一個の契約による貸切、１１人以上の車両

し 貸切バス 

一般乗用旅客自動車運送事業 

一個の契約による貸切、１０人以下の車両

し タクシー 

路線定期運行 

路線バス 

路線不定期運行 

不定期バス 

区域運行 

デマンドバス 

特定旅客自動車運送事業 

特定の者の契約により一定の範囲を運送 

スクールバス、従業員送迎バスなど 

市町村自らが運送： 
市町村運営有償運送 

ＮＰＯ等が運送 

規則第４９条第１号 

規則第４９条第１号 

規則第４９条第２号 

規則第４９条第３号 

登録対象 有償※ 

法第７８条 協議機関：地域公共交通会議 

協議機関：運営協議会 

※有償での運送が認められるのは、運送事業
者が対応できない場合で、協議会により関係
者の合意があったときに限られる。 

は、法令上の制度ではなく、運用上の対応  

白ナンバー 

緑（青）ナンバー 

法第２条 輸送の対象 法第４条による許可 

規則第３条の３ 

有償 

 道路運送法の事業区分 

資料２ 

法第４３条による許可 

法第７９条による登録 

法第７９条による登録 


